
様式第２号の８（第８条の４の５関係） 

（第１面） 

産業廃棄物処理計画書 

令和７年６月３０日 

  札幌市長 

秋元 克広 様 

提出者 

住 所 札幌市北区北７条西６丁目２番地３４ 

氏 名 札建工業株式会社 

                        代表取締役  坂 本 孝 司 

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

電話番号 ０１１－７３７－２２１０ 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１２条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他その処理に関す

る計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称  札建工業株式会社 

事 業 場 の 所 在 地  札幌市北区北７条西６丁目２番地３４ 

計 画 期 間  令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

 
① 事 業 の 種 類 総合工事業 

② 事 業 の 規 模 ９，９８６，４３９千円 

③ 従 業 員 数 １３４名 

④ 産業廃棄物の一連の処理の

工程 
別紙添付（別紙１） 

（日本工業規格 Ａ列４番） 
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７
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（第２面） 

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 
 （管理体制図） 

 

 

別紙添付（別紙２） 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（ 令和６年度 ）実績】 

産業廃棄物の種類 全種類  

排 出 量 ２２，９８２.６３５ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

別紙添付（別紙３－１） 

② 計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 全種類  

排 出 量 ２１．８３３.５０３ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

別紙添付（別紙３－２） 

産業廃棄物の分別に関する事項 

 ① 現状 

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

 

現場で発生した産業廃棄物は、分別し全て産廃業者に委託した。 

 ② 計画 

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

 

現場で発生する産業廃棄物は、分別し全て産廃業者に委託する。 

 



（第３面） 

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（    年度）実績】 

産業廃棄物の種類   

自ら再生利用を行った

産 業 廃 棄 物 の 量 
ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

② 計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類   

自ら再生利用を行った

産 業 廃 棄 物 の 量 
ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（    年度）実績】 

産業廃棄物の種類   

自ら熱回収を行った

産 業 廃 棄 物 の 量 
ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量した

産 業 廃 棄 物 の 量 
ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

② 計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類   

自ら熱回収を行った

産 業 廃 棄 物 の 量 
ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量した

産 業 廃 棄 物 の 量 
ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 



（第４面） 

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（    年度）実績】 

産業廃棄物の種類   

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行った

産 業 廃 棄 物 の 量 

ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

② 計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類   

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行った

産 業 廃 棄 物 の 量 

ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 ① 現状 

【前年度（ 令和６年度 ）実績】 

産業廃棄物の種類 全種類  

全 処 理 委 託 量 ２２，９６５.７４４ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

再生利用業者への

処 理 委 託 量 
２１，８１７．４５６ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

別紙添付（別紙３－２） 

 



（第５面） 

 ② 計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 全種類  

全 処 理 委 託 量 ２２，７６５.４６２ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

再生利用業者への

処 理 委 託 量 
２１，６２７.１８９ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

別紙添付（別紙３－２） 

※事務処理欄  



（第６面） 

備考 

 １ 前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

 ２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

 ３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。 

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請け完成工事高（前

年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規模がわかるような前年

度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまでの一連の処理

の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。 

 ４ 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中間処理を行

うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間処理を行うことによっ

て減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。 

 ５ 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量を記入する

ほか、その内数として、優良認定処理業者（産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令委第６条の11

第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処

理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び

認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標

及び取組を記入すること。 

 ６ それぞれの欄に記入すべき事項のすべてを記入することができないときは、当該欄に「別紙のとおり」と

記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の種類が３以上あると

きは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添

付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、「―」記入すること。 

 ７ ※欄は記入しないこと。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   



 

届出書、説明書

建築物に係わる解体工事用(別表１)

建築物に係わる新築工事用(別表２)

（必要により委任状）

分別解体等の計画等

建築物に係わる解体工事用(別表１)

建築物に係わる新築工事用(別表２)

※建築物とは建築基準法第２条１項第１号で規定するもの。

営
業
部

建築物以外のものに係わる解体工事又は新築工事等(別表３)

再資源化等に関する計画書(報告書添付様式)※札幌市様式(別表４)

作
業
所
長

建設リサイクル法による処理フロー
2015/4/1見直し

2004/4/1　初版

契約工事契約前
工事着手

７日前までに

変更の係わる工事着手

７日前までに
工事終了後

建築物の修繕、模様替（リフォーム等）工事 請負金額が１億円以上

⑦
報

告

発
注
者

左記と同じ
発
注
者

建築物以外のものに係わる解体工事又は新築工事等(別表３)

再資源化等に関する計画書(報告書添付様式)※札幌市様式(別表４) ⑥
告
知

、
契
約

建設リサイクル法の対象工事（法９条３項　令２）

土木工作物に関する工事 請負金額が５００万円以上

※都道府県の条例により、対象建設工事の規模を引き下げ、より小さな建築物等が対象となることがある。

分別解体等の計画等作成

届出書作成

下請け会社

建築物の解体工事 床面積８０㎡以上

建築物の新築又は増築工事 床面積５００㎡以上

再資源化等報告書作成

①
報

告

又
は

協
議

②
契
約

告知書作成

(建設ﾘｻｲｸﾙ法の届け出様式２の告知書）

③

届
出

④
変

更

命
令

⑤
提

出

工　事　の　種　類 規模の基準

◆設計積算部、施工担当部門は分別解体の
計画作成に関して営業部より要請があれば作

成の支援をする。

変更届出書作成

国並びに地方自治体
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建設副産物処理管理ガイドライン 

 

（目 的） 

１． この建設副産物処理管理ガイドライン（以下「副産物ガイドライン」という。）は、循環

型社会形成推進基本法（平成１２年法律第１１０号）等関係法令に基づき、建設工事の副

産物を適正に処理することにより、建設工事の円滑な施工の確保、資源の有効な利用の促

進及び生活環境の保全を図ることを目的とする。                          

 

（適用範囲） 

２． この副産物ガイドラインは、建設副産物が発生する建設工事に適用する。 

 

（他の法令との関係） 

３． 建設工事に伴って発生する建設副産物の処理に関する業務は、この副産物ガイドライン

により処理するものとし、これに定めのない事項については、関係法令を順守し、自らの

責任において適切な措置を講ずるものとする。 

 

（産業廃棄物の処理に係る責務） 

４． 建設工事に伴って生じた産業廃棄物は、責任を持ってこれを適正に処理するとともに、

再生利用等を行うことによりその減量を図ること。 

 

（再資源化等に係る責務） 

５． 建築物等の設計に用いる建設資材の選択、建設工事の施工方法等を工夫することにより、

建設資材廃棄物の発生を抑制するとともに、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等

に要する費用の低減に努める。 

 

（建設副産物処理体制） 
６． 建設副産物の適正処理を図るため、建設副産物処理体制を整備する。 

（２）建設副産物処理体制は本社に置く。(別表) 

 

（建設副産物処理統括責任者等） 

７． 建設副産物処理統括責任者は、社長がその任にあたる。 

（２）総務部長は、建設副産物処理副統括責任者の任にあたる。 

（３）施工部門長及び支店長は、建設副産物処理管理者の任にあたる。 

（４）作業所長は、建設副産物処理責任者の任にあたる。 

 

（建設副産物処理統括責任者等の業務） 

８． 建設副産物処理統括責任者は、建設副産物の処理に係る業務を適正かつ計画的に統括す

るため、建設副産物処理副統括責任者及び建設副産物処理管理者を指導・指揮する。 

（２）建設副産物処理副統括責任者は、以下の業務を行う。 

  １）建設副産物の処理全般に係る業務の企画、立案に関すること。 

  ２）関係法令に基づく計画書等の作成及び各種報告書の取りまとめ、並びに関係行政機関 

の提出に関すること。 

  ３）建設副産物に係る情報の収集及び提供、並びに教育指導に関すること。 

  ４）緊急時の連絡体制に関すること。 

（３）建設副産物処理管理者は、以下の業務を行う。 

  １）建設副産物の発生抑制、再使用等及び縮減の推進に係る業務に関すること。 

２）建設副産物の処理に係る計画書の作成及び報告書の取りまとめに関すること。 

３）建設副産物の処理に係る施工の工夫、並びに費用の低減に関すること。 
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  ４）建設副産物の処理に係る指導に関すること。 

（４）建設副産物処理責任者は、以下の業務を行う。 

１）建設副産物の発生抑制、再使用等及び縮減の実施に関すること。 

２）建設副産物の処理に係る計画書等の作成とりまとめに関すること。 

３）建設副産物の処理に係る協力会社への指導に関すること。 

４）建設副産物の保管、管理及び異常発生時の処理に関すること。 

５）作業所における委託業者の選定及び委託契約の締結に関すること。 

 

（法令の順守） 

９． 作業所が作成する「施工計画書」の立案にあたっては、関係法令に違反しないよう厳正

に行うこと。 

 

（報告書等の提出） 

１０. 行政機関への報告書等の提出は、定められた期限までに必ず行うこと。 

 

（記録の保管） 

１１. 作業所長は工事の完成後、速やかに報告書類等を整理し、関係法令に定められた期間保 

管すること。 

 

（事故時の措置） 

１２. 建設副産物処理責任者は建設副産物の処理に関して当該建設副産物が、飛散、流出、若

しくは地下に浸透した時、又はその恐れが生じた場合は、直ちに、応急措置を講じ復旧に

努めるとともに、その状況を建設副産物処理管理者に知らせるとともに、関係行政機関に

報告すること。また、建設副産物処理管理者はその状況を速やかに建設副産物処理統括責

任者に報告すること。 

 

（発注者との協力体制） 

１４. 建設副産物処理責任者は建設副産物の処理に当たっては、発注者との協力体制を図るこ

と。 

 
（その他） 

１５. 建設副産物処理管理ガイドラインの参考資料等は、次のとおりとする。 

（１）建設副産物処理管理ガイダンス 

（２）帳票類－１ 管理書等 

（３）帳票類－２ 管理書等（記載例） 

（４）建設リサイクル法の届出様式１ 

（５）建設リサイクル法の届出様式１（記載例） 

（６）建設リサイクル法の届出様式２ 

（７）建設リサイクル法の届出様式２（記載例） 

 

 

附則 このガイドラインは、2003 年 10 月 1日から実施する。 

２. 2004 年 4月 1日付一部改正 

 ３. 2010 年 9 月１日付一部改正 

 ４. 2015 年 4 月１日付 組織規程改正、業務管理規程の新設により、一部改正 

 ５． 2020 年４月１日付 組織変更に伴う一部改正（別表） 

 ６． 2021 年７月１日付 組織変更（本部制導入）に伴う一部改正（別表） 
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別 表 

 

 

   建設副産物処理体制（組織図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

作業所長 
建設副産物処理

責任者 

社  長 

建設副産物処理統括責任者 

総務部長 

建設副産物処理副統括責任者 

土木工事部長 

建設副産物処理

管理者 

建築工事部長 

建設副産物処理

管理者 

支店長 
建設副産物処理

管理者 

作業所長 
建設副産物処理

責任者 

作業所長 
建設副産物処理

責任者 



別紙３－１

（単位　ｔ　）
　　　　　　　　　　　　　種類

　　　項目

21,724.283 507.050 127.147 25.448 50.014 5.580 0.030 0.000 30.140 1.142 303.710 28.230 24.358 67.765 46.230 0.171 19.290 0.220 21.807 0.020

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

21,713.383 502.090 127.027 25.448 49.553 5.350 0.030 0.000 30.140 1.142 303.710 28.230 24.358 67.765 46.230 0.171 19.290 0.000 21.807 0.020

21,724.283 507.050 123.940 0.000 5.459 5.350 0.030 0.000 25.390 0.942 303.710 28.230 20.798 0.720 0.000 0.170 19.290 0.000 0.100 0.000

令和６年度実施数量合計　２２,９８２.６３５　ｔ　

令和６年度再生利用合計　２２,７６５.４６２　ｔ　

⑧直接委託及び自己処
理後委託処分量

⑨委託処分量の内再生利
用業者への処理委託量

水銀灯含
製品廃棄
物

混合（安
定型の
み）

①産業廃棄物発生量

②自己直接再生利用
量

③自己直接埋立処分
又は海洋投入量

油泥

⑦自己中間処理後自己埋
立処分又は海洋投入量

建設汚泥 紙くず 木くず 繊維くず
混合（管
理型含
む）

石綿含有
産業廃棄
物

廃石膏
ボ－ド

ガラスくず・
陶磁器くず
（安定型）

廃プラス
チック類
（安定型）

④自己中間処理量

⑤自己中間処理残さ量

鉱さい
石綿含有
産業廃棄
物

廃油 廃石綿等金属くず

⑥自己中間処理後再
生利用量

産業廃棄物処理計画前年度の実績（令和６年度分）

札幌市

がれき類計　２２,３５８．４８０　ｔ

コンクリ－ト
がら

アスコン
がら

その他
がれき類



別紙３－２

　　　　　　　　　　　　　種類

　　　項目

発生量 21,724.283 507.050 127.147 25.448 50.014 5.580 0.030 0.000 30.140 1.142 303.710 28.230 24.358 67.765 46.230 0.171 19.290 0.220 21.807 0.020

　令和６年度廃棄物発生量合計　２２,９８２.６３５　ｔ　

（単位　ｔ　）
　　　　　　　　　　　　　種類

　　　項目

20,638.069 481.698 120.790 24.176 47.513 5.301 0.029 0.000 28.633 1.085 288.525 26.819 23.140 64.377 43.919 0.162 18.326 0.209 20.717 0.019

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20,627.714 476.986 120.676 24.176 47.075 5.083 0.029 0.000 28.633 1.085 288.525 26.819 23.140 64.377 43.919 0.162 18.326 0.000 20.717 0.019

20,638.069 481.698 117.743 0.000 5.186 5.083 0.029 0.000 24.121 0.895 288.525 26.819 19.758 0.684 0.000 0.162 18.326 0.000 0.095 0.000

　令和７年度処理計画目標　２１,８３３.５０３　ｔ　

令和７年度再生利用目標　２１,６２７.１８９　ｔ　

⑦自己中間処理後自己埋立
処分又は海洋投入量

⑧直接委託及び自己
処理後委託処分量

⑨委託処分量の内　再生利
用業者への処理委託量（目
標）

混合（安
定型の
み）

混合（安
定型の
み）

①産業廃棄物発生量

②自己直接再生利用
量

③自己直接埋立処分
又は海洋投入量

④自己中間処理量

⑤自己中間処理残さ量

⑥自己中間処理後再
生利用量

廃石膏
ボ－ド

混合（管
理型含
む）

木くず 繊維くず
石綿含有
産業廃棄
物

コンクリ－ト
がら

アスコン
がら

その他
がれき類

ガラスくず・
陶磁器くず
（安定型）

油泥金属くず
石綿含有
産業廃棄
物

建設汚泥 紙くず 鉱さい
廃プラス
チック類
（安定型）

水銀灯含
製品廃棄
物

紙くず 木くず 繊維くず
廃石膏
ボ－ド

混合（管
理型含
む）

石綿含有
産業廃棄
物

油泥

前年度の産業廃棄物発生量（令和６年度分）

鉱さい

がれき類計　２１,２４０.５６　ｔ

廃プラス
チック類
（安定型）

金属くず

がれき類計　２２,３５８.４８０　ｔ

石綿含有
産業廃棄
物

建設汚泥

産業廃棄物処理計画本年度の目標（令和７年度分）

廃油 廃石綿等

廃油 廃石綿等

札幌市

コンクリ－ト
がら

アスコン
がら

その他
がれき類

ガラスくず・
陶磁器くず
（安定型）

水銀灯含
製品廃棄
物


